
平成２８年度

企業を対象とした反社会的勢力

との関係遮断に関するアンケート

（ 調 査 結 果 ）

平成２８年１２月

調査主体 全 国 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会

警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課

調査機関 一 般 社 団 法 人 輿 論 科 学 協 会



－ 1 －

1. 建設業 444 ( 13.8 %)

2. 製造業 290 ( 9.0 %)

3. 運輸・通信業 373 ( 11.6 %)

4. 不動産業 342 ( 10.7 %)

5. 卸売・小売業（商社を含む） 390 ( 12.1 %)

6. 銀行業 120 ( 3.7 %)

7. 証券・保険業 114 ( 3.6 %)

8. その他金融業 183 ( 5.7 %)

9. 飲食業 206 ( 6.4 %)

10. 電気・ガス・水道・熱供給業 62 ( 1.9 %)

11. その他サービス業 881 ( 27.4 %)

12. その他 297 ( 9.3 %)

13. 無回答 30 ( 0.9 %)

全  体 3,210 ( 100.0 %)

はじめに

政府は、平成 19 年 6 月に「企業が反社会的勢力に

よる被害を防止するための指針」を策定しました。本

、 、資料は 企業における反社会的勢力への対応の実態や

同「指針」の導入状況等を把握するため、平成 28 年 7

月に全国の企業 10,000 社を対象として、反社会的勢

力による不当要求の有無やその内容 「指針」に基づ、

いた反社会的勢力との関係遮断の取組状況等について

アンケート調査した結果をとりまとめたものです。

ご多用の中、調査に快くご協力いただきました各企

業関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。

Ⅰ 調査の概要

１ 調査の方法、対象等

本アンケート調査の方法、対象等は次のとおり。

① 調査方法 郵送法

② 調査対象 全国の企業 10,000 社に対して調査票

を送付して調査を行った。

③ 調査時期 平成 28 年 7 月

２ 回収結果

調査票の回収数は、3,210 通（回収率 32.1 ％）で

あった。

Ⅱ 回答企業のプロフィール

表 1 業種（複数回答）

※１社で複数の業種を回答している企業もあるため、合計

は 100 ％にならない。

1. 北海道 240 ( 7.5 %)

2. 東北地方 121 ( 3.8 %)

3. 東京都 1,225 ( 38.2 %)

4. 関東地方（東京都を除く） 269 ( 8.4 %)

5. 中部地方 290 ( 9.0 %)

6. 近畿地方 546 ( 17.0 %)

7. 中国地方 146 ( 4.5 %)

8. 四国地方 61 ( 1.9 %)

9. 九州地方 235 ( 7.3 %)

10. 不明および無回答 77 ( 2.4 %)

合　計 3,210 ( 100.0 %)

1. 1,000万円未満 132 ( 4.1 %)

2. 1,000万円以上3,000万円未満 178 ( 5.5 %)

3. 3,000万円以上5,000万円未満 146 ( 4.5 %)

4. 5,000万円以上1億円未満 273 ( 8.5 %)

5. 1億円以上3億円未満 597 ( 18.6 %)

6. 3億円以上5億円未満 285 ( 8.9 %)

7. 5億円以上10億円未満 335 ( 10.4 %)

8. 10億円以上100億円未満 653 ( 20.3 %)

9. 100億円以上 540 ( 16.8 %)

10. 無回答 71 ( 2.2 %)

合　計 3,210 ( 100.0 %)

1. 5人未満 545 ( 17.0 %)

2. 5人以上10人未満 407 ( 12.7 %)

3. 10人以上50人未満 972 ( 30.3 %)

4. 50人以上100人未満 336 ( 10.5 %)

5. 100人以上500人未満 528 ( 16.4 %)

6. 500人以上1,000人未満 108 ( 3.4 %)

7. 1,000人以上 312 ( 9.7 %)

8. 無回答 2 ( 0.1 %)

合　計 3,210 ( 100.0 %)

表 2 所在地

表 3 売上高

表 4 従業員数



(N=3210)

2.8 97.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった なかった 無回答

(0.0)

(N=89)

4.5 9.0 9.0 15.7 19.1 18.0 20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎週

毎月

３ヶ月

に１回

程度

６ヶ月

に１回

程度

１年に

１回

程度

２～３年

に１回

程度

４～５年

に１回

程度

その他

(3.4) 無回答

(1.1)

１年に１回以上（57.3%）

(N=89)

6.7 4.5 15.7 25.8 36.0 4.5 5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎週

(1.1)

毎月

３ヶ月

に１回

程度

６ヶ月

に１回

程度

１年に

１回

程度

過去１年以内に

は不当要求を受

けていない

その他

無回答

－ 2 －

1. 上場企業（新興市場を除く） 171 ( 5.3 %)

2.
新興市場（ジャスダック、
マザーズ等）上場企業

45 ( 1.4 %)

3.
その他の有価証券報告書
提出企業

47 ( 1.5 %)

4. 上記以外の株式会社 2,229 ( 69.4 %)

5. 有限､合名､合資､合同会社 326 ( 10.2 %)

6.
相互会社､信用金庫､
信用組合等

71 ( 2.2 %)

7. 個人事業主 113 ( 3.5 %)

8. その他の法人 203 ( 6.3 %)

9. 無回答 5 ( 0.2 %)

合　計 3,210 ( 100.0 %)

1. 加盟している 2,020 ( 62.9 %)

2. 加盟していない 1,095 ( 34.1 %)

3. 無回答 95 ( 3.0 %)

合　計 3,210 ( 100.0 %)

1. 公安委員会 442 ( 13.8 %)

2. 金融庁 344 ( 10.7 %)

3. 消費者庁 28 ( 0.9 %)

4. 総務省 78 ( 2.4 %)

5. 国土交通省 919 ( 28.6 %)

6. 法務省 96 ( 3.0 %)

7. 外務省 9 ( 0.3 %)

8. 財務省 144 ( 4.5 %)

9. 文部科学省 20 ( 0.6 %)

10. 環境省 168 ( 5.2 %)

11. 厚生労働省 531 ( 16.5 %)

12. 農林水産省 99 ( 3.1 %)

13. 防衛省 16 ( 0.5 %)

14. 経済産業省 395 ( 12.3 %)

15. 地方自治体 883 ( 27.5 %)

16. その他 13 ( 0.4 %)

17. 無回答 309 ( 9.6 %)

全  体 3,210 ( 100.0 %)

表 5 企業特性

表 6 団体等への加盟の有無

表 7 関連する官公庁（複数回答）

※１社で複数の関連する官公庁を回答している企業もある

ため、合計は 100 ％にならない。

Ⅲ 設問ごとの調査結果

１ 不当要求等の実態について

1.1 不当要求の有無について

過去５年間に反社会的勢力からの不当要求を受けた

経験がある企業の割合は、全体の 2.8 ％(89 社)であっ

た。

1.2 不当要求の頻度について（過去５年間）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

についてその頻度をみると 「４～５年に１回程度」が、

20.2 ％と最も多く、全体の 57.3 ％の企業が、１年に

１回以上の不当要求を受けていた。

1.3 不当要求の頻度について（過去１年以内）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

のうち、不当要求を受けた期間を過去１年以内に限定

すると、その頻度は「１年に１回程度」が 25.8 ％と最

も多く、次いで「６ヶ月に１回程度 （15.7 ％）が多」

い。



(N=89)

34.8

29.2

27.0

24.7

15.7

10.1

6.7

4.5

12.4

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

社会運動標ぼうゴロ（えせ同和等）

政治活動標ぼうゴロ（えせ右翼等）

相手が何者かわからなかった

暴力団員ではないが、暴力団（暴力

団員）と何らかの関係を有する者

暴力団員

会社ゴロ等

暴力団関係企業の役員や従業員

総会屋

その他

無回答

(N=89)

29.2

22.5

16.9

10.1

10.1

10.1

9.0

6.7

4.5

4.5

2.2

2.2

23.6

2.2

0% 10% 20% 30%

同和団体

社会的、政治的な活動家

右翼構成員

貴社の商品購入者

貴社からサービスの提供を受けた者

貴社の属する地域や職域に

一定の既得権益を主張する者

近隣住民

善意の第三者

コンサルタント業者

暴力団

業界の仕切り役

総会屋

その他

無回答

(N=89)

44.9

20.2

13.5

7.9

7.9

5.6

5.6

4.5

3.4

3.4

2.2

2.2

2.2

1.1

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

15.7

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

機関紙(誌)、書籍、名簿等の購読(入)を要求する行為

因縁を付けて金品や値引きを要求する行為

寄附金、賛助金、会費等を要求する行為

物品購入やリース契約を要求する行為

工事発注や下請参入等を要求する行為

特定の相手と取引すること又は取引しないことを

要求する行為

交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

建設工事を要求する行為

みかじめ料や用心棒料等を要求する行為

施設を利用させることを要求する行為

借金、ローンの免除や借金返済の猶予を要求する行為

融資、手形の割引、信用取引を要求する行為

株式の買取り等を要求する行為

不当な方法で債権を取り立てる行為

口止め料を要求する行為

預金又は貯金の受入れをすることを要求する行為

利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為

土地、家屋の明渡し料、立退き料等を要求する行為

宅地等の売買、交換、貸借等を要求する行為

その他

無回答

－ 3 －

（ ）1.4 不当要求の相手方の属性について 複数回答

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

が、その相手方をどのように認識したかをみると 「社、

会運動標ぼうゴロ（えせ同和等 」が 34.8 ％と最も多）

く、以下「政治活動標ぼうゴロ（えせ右翼等 （29.2）」

％ 「相手が何者かわからなかった （27.0 ％ 「暴）、 」 ）、

力団員ではないが､暴力団（暴力団員）と何らかの関係

を有する者 24.7 ％ 暴力団員 15.7 ％ と続く｡」（ ）、「 」（ ）

（ ）1.5 不当要求の相手方の自称について 複数回答

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、その相手方がどのように名乗ったかをみる

、「 」 、 「 、と 同和団体 が 29.2 ％と最も多く 以下 社会的

政治的な活動家 （22.5 ％ 「右翼構成員 （16.9 ％）」 ）、 」

と続く。

1.6 不当要求の内容について（複数回答）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

、 、「 （ ）、について 不当要求行為の内容をみると 機関紙 誌

書籍、名簿等の購読（入）を要求する行為」が 44.9 ％

と最も多く、以下「因縁を付けて金品や値引きを要求

する行為 （20.2 ％ 「寄附金、賛助金、会費等を要」 ）、

求する行為 （13.5 ％）と続く。」



(N=89)

50.6

29.2

20.2

15.7

15.7

6.7

5.6

14.6

4.5

0% 20% 40% 60%

不安になるような漠然とした危険

営業の妨害

会社に対する経済的被害

社員や家族に対する身体的、経済的被害

ビラ、インターネット、

街宣車等を使用した中傷

取引の相手方に対する危害

機関紙等を通じたスキャ

ンダル等秘密事項の公表

その他

無回答

(N=89)

67.4

36.0

13.5

11.2

4.5

3.4

2.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

本社（主たる営業場所）

支社、支店、出張所等常設の施設

現場事務所、営業所等

仮設の施設や業務の現場

相手方の支配下にある事務所等

従業員（役員を含む）の自宅

偶発的な場所

待ち合わせ場所のホテルや飲食店等

無回答

(N=89)

57.3

38.2

23.6

21.3

6.7

4.5

11.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

固定電話

反社会的勢力との直接の接触（面会等）

郵便、宅配便等

携帯電話

第三者を介した間接的な接触

電子メール

その他

無回答

(N=89)

39.3

37.1

33.7

25.8

20.2

19.1

18.0

9.0

5.6

5.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の

専門機関と連携し対応した（法的措置も含む）

代表取締役等のトップ以下、組織として対応した

反社会的勢力対応部署が対応した

不当要求対応マニュアルに沿って対応した

窓口となった担当者だけで対応した

窓口となった担当部署だけで対応した

反社会的勢力データベースや情報を活用し対応した

契約書・取引約款等の暴力団排除条項を活用し対応した

暴力団排除条例を活用し対応した

その他

無回答

－ 4 －

1.7 不当要求の際の具体的な脅しの内容について

（複数回答）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、不当要求を拒否した場合にどのような危害

を加えられると認識したかをみると 「不安になるよう、

な漠然とした危険」が 50.6 ％と最も多く、以下「営業

の妨害 （29.2 ％ 「会社に対する経済的被害 （20.2」 ）、 」

％）と続く。

1.8 不当要求を受けた場所について（複数回答）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、不当要求を受けた場所をみると 「本社（主、

たる営業場所 」が 67.4 ％と最も多く、以下「支社、）

、 」（ ）、「 、支店 出張所等常設の施設 36.0 ％ 現場事務所

」（ ） 、営業所等仮設の施設や業務の現場 13.5 ％ と続き

。多くが自社の関係施設において不当要求を受けている

1.9 不当要求の手段について（複数回答）

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、どのような手段で不当要求を受けたかをみ

ると 「固定電話」が 57.3 ％と最も多く、以下「反社、

（ ）」（ ）、「 、会的勢力との直接の接触 面会等 38.2 ％ 郵便

宅配便等 （23.6 ％）と続く。」

（ ）1.10 不当要求への対応状況について 複数回答

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、不当要求に対してどのように対応したかを

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等みると 「、

」の外部の専門機関と連携し対応した（法的措置も含む）

が 39.3 ％と最も多く、以下「代表取締役等のトップ以

下、組織として対応した （37.1 ％ 「反社会的勢力」 ）、

対応部署が対応した （33.7 ％）と続く。」



(N=72)

41社

24社

13社

6社

4社

3社

1社

1社

0社

9社

0社

0% 20% 40% 60%

特に行動を起こさなかった

大声を出すなど言動や態度で威圧してきた

事業所に現れたり、迷惑電話をかけて

くるなどの嫌がらせ行為をしてきた

不当要求の内容又は態様を変えてきた

「マスコミ等に連絡する」と脅してきた

街宣車、拡声器、ビラ等を利用して、事業所の

周辺等で街頭宣伝活動を行ってきた

物的な損害や人的な危害を加えてきた

自宅まで押しかけてきた

事業所外で待ち伏せていた

その他

無回答

(N=89)

72社 14社

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不当要求には

一切応じなかった

不当要求の

一部に応じた

不当要求に

全て応じた

(3社) 無回答

(0社)

(N=17)

6社

6社

5社

5社

5社

4社

4社

3社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

0社

0% 10% 20% 30% 40% 50%

トラブルの拡大を恐れたから

以前から応じており、断るのが困難だから

報復、糾弾等を受けることを恐れたから

対応に不慣れであったから

要求金額が少額であったから

威圧的だったから

相手をするのが面倒になったから

担当者個人で対応したから

役員等の幹部が直接対応したから

他社でも応じていると聞いたから

取引相手や関係者等に迷惑がかかると思ったから

不当要求に応じておけば、逆に

役立つこともあると思ったから

当方にも非があると考えたから

その他

無回答

(N=17)

4社 2社 2社 7社 2社

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年に６回

以上

年に２～５回

毎年１回 数年に１回

その他 無回答

(0社)

－ 5 －

1.11 不当要求への措置結果について

過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 89 社

について、どのように対処したかをみると 「不当要求、

には一切応じなかった」企業が 72 社（80.9 ％）とな

っている。

一方 「不当要求の一部に応じた」が 14 社 「不当要、 、

求に全て応じた」が３社となっている。

1.12 不当要求に応じなかった時の相手の対応に

ついて（複数回答）

「不当要求には一切応じなかった」と答えた企業 72

社について、不当要求に応じなかった時の相手の対応

をみると「特に行動を起こさなかった」が 41 社と最も

多く、以下「大声を出すなど言動や態度で威圧してき

た」が 24 社 「事業所に現れたり、迷惑電話をかけて、

くるなどの嫌がらせ行為をしてきた」が 13 社 「不当、

要求の内容又は態様を変えてきた」が６社と続く。

（ ）1.13 不当要求に応じた理由について 複数回答

「不当要求の一部に応じた 「不当要求に全て応じ」、

た」と答えた企業 17 社について、不当要求に応じた理

由をみると 「トラブルの拡大を恐れたから 「以前か、 」、

ら応じており、断るのが困難だから」がともに６社と

最も多く、以下「報復、糾弾等を受けることを恐れた

から 「対応に不慣れであったから 「要求金額が少」、 」、

額であったから」がいずれも５社と続く。

1.14 過去５年間の不当要求に応じた頻度について

「不当要求の一部に応じた 「不当要求に全て応じ」、

た」と答えた企業 17 社について、過去５年間に不当要

求に応じた頻度をみると 「数年に１回」が７社と最も、

、 「 」 、「 」、多く 以下 年に６回以上 が４社 年に２～５回

「毎年１回」がともに２社と続く。



(N=17)

4社 7社 3社 2社 1社

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１万円未満 １万円以上10万円未満

10万円以上

50万円未満

1千万円

以上

現金換算

できない

無回答

(0社)

50万円以上1千万円未満(0社)
(N=3210)

59.1 40.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない
無回答

(1.0)

(N=1896)

82.4 17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答

(0.5)

(N=3210)

48.7 10.1 41.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んでいる 取り組んで

いない

回答対象外及び無回答

(N=17)

13社

4社

3社

3社

3社

2社

1社

0社

1社

0% 20% 40% 60% 80%

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の

外部の専門機関と連携する

不当要求対応マニュアルを策定する

代表取締役等のトップ以下、組織として対応する

暴力団排除条例を活用する

反社会的勢力データベースや情報を活用する

反社会的勢力に対応する部署を設ける

契約書・取引約款等に暴力団排除条項を導入する

その他

無回答

－ 6 －

1.15 過去５年間に応じた要求額について

「不当要求の一部に応じた 「不当要求に全て応じ」、

た」と答えた企業 17 社について、過去５年間に応じた

不当要求の合計金額をみると 「１万円以上 10 万円未、

満」が７社と最も多く、10 万円未満の要求に応じた企

業が 11 社と過半数を占めた。

一方、1000 万円以上の要求に応じた企業は２社であ

る。

1.16 不当要求に応じないための方策について

（複数回答）

「不当要求の一部に応じた 「不当要求に全て応じ」、

た」と答えた企業 17 社について、不当要求に応じない

ための方策を聞いたところ 「警察、暴力追放運動推進、

センター、弁護士等の外部の専門機関と連携する」が

13 社と最も多く、次いで「不当要求対応マニュアルを

策定する」が４社と続く。

２ 「企業防衛対策の取組状況」について

2.1 「企業が反社会的勢力による被害を防止する

ための指針」について

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための

指針 について 知っている とした企業の割合は 59.1」 、「 」

％（1,896 社 「知らない」は 40.0 ％（1,283 社）と）、

なっている。

2.2 「指針」に沿った取組みについて

、本アンケートにおける全回答企業 3,210 社でみると

「指針」に沿って「取り組んでいる」とした企業の割

合は 48.7 ％（1,562 社 「取り組んでいない」は 10.1）、

％（325 社）となっている。

【アンケート全回答企業】

「指針」を知っている企業 1,896 社のうち 「指針」、

に沿って「取り組んでいる」とした企業の割合は 82.4

％ 「取り組んでいない」は 17.1 ％となっている。、

【 指針」を知っている企業】「



(N=325)

60.9

33.2

23.1

20.0

13.5

6.2

2.2

1.8

1.5

0.9

3.7

1.5

0% 20% 40% 60% 80%

反社会的勢力による不当要求の

被害を受けたことがない

取引相手が限定されている

具体的に何をすればよいのかわからない

不当要求の具体的な事案があった

場合に状況に応じて対応すればよい

今回のアンケートをきっかけに反社会的

勢力への取り組みを行いたい

指針や暴力団排除条例に関心がなく、

対策を講じる必要性を感じない

対応を検討するには、その事務

手続が煩雑となるなど面倒だ

取引相手に対して失礼だ

各種対応には、新たにコストがかかる

反社会的勢力を排除すると

報復等が恐い

その他

無回答

(N=1562)

79.6

46.4

45.1

39.6

39.3

38.3

38.2

31.4

31.0

30.4

29.4

27.1

20.2

18.1

2.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

契約書・取引約款等に暴力団排除条項を

盛り込んでいる（又は盛り込む予定である）

反社会的勢力対策の基本方針を示し、

社内外に宣言した

反社会的勢力との関係遮断について、

社の内規に明文規程を設けている

反社会的勢力対策についての社外の

研修会や講習会等を受講している

反社会的勢力に対し、組織全体

として対応する仕組みを導入した

平素から警察、暴力追放運動推進センター、

弁護士等外部の専門機関の連絡先や担当者を

確認し、担当者間の緊密な連携に努めている

取引相手等が反社会的勢力か

どうかの審査を実施している

反社会的勢力に関する情報収集を実施している

不当要求を受けた場合の対応を統括する部署を設置した

従業員に反社会的勢力対策を周知

するための研修会等を実施している

不当要求防止責任者を選任して、

公安委員会に届け出ている

不当要求対応マニュアル等を作成している

反社会的勢力のデータベースを業界

・団体、他企業等と共有している

反社会的勢力の情報を集約したデータベースを

構築している（又は構築する予定である）

その他

無回答

－ 7 －

2.3 反社会的勢力への各種対応を実施しない理由

について（複数回答）

「指針」に沿った取組みを行っていない企業 325 社

について、その理由をみると 「反社会的勢力による不、

当要求の被害を受けたことがない」が 60.9 ％と最も多

く 以下 取引相手が限定されている 33.2 ％ 具、 「 」（ ）、「

体的に何をすればよいのかわからない （23.1 ％）と」

続く。

2.4 反社会的勢力による被害を防止するための

取組内容について（複数回答）

「指針」に沿った取組を行っている企業 1,562 社に

ついて、その取組内容をみると 「契約書・取引約款等、

に暴力団排除条項を盛り込んでいる（又は盛り込む予

定である 」が 79.6 ％（1,244 社）と最も多く、以下）

「反社会的勢力対策の基本方針を示し、社内外に宣言

した （46.4 ％ 「反社会的勢力との関係遮断につい」 ）、

て、社の内規に明文規程を設けている （45.1 ％）と」

続く。



(N=1244)

51.4

40.8

38.7

20.3

18.6

14.4

6.6

8.3

1.3

0% 20% 40% 60%

暴力団排除条例に対応した

所属する業界団体等からの働きかけがあった

指針の趣旨に賛同した

所管行政官庁からの働きかけがあった

警察や暴力追放運動推進センター又は

企業防衛協議会からの働きかけがあった

指針の存在に関係なく、会社独自で判断した

顧問弁護士からの働きかけがあった

その他

無回答

(N=1244)

11.0 84.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活用して契約

等を解約（解

除）した

活用したことが

ない（該当する

事例があるが、

活用するか迷っ

ている）(0.9)

活用したことがな

い（該当する事例

があったが、活用

しなかった）(1.0)

活用したこと

がない
（該当する事

例がない）

まだ暴力団排除条

項を盛り込んでい
ない（今後盛り込む

予定である）(0.9)

無回答

(1.8)

(N=1244)

7.6 4.3 8.0 6.6 10.4 17.8 14.7 10.5 8.8 5.0 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成

18年

以前

平成

19年

平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

今後導入

予定

(1.7)

無回答

平成

27年

平成

28年

(1.4)

(N=282)

6.4 6.0 4.6 9.2 5.7 33.0 11.7 19.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100件

未満

100件

以上

500件

未満

500件
以上

1000件
未満

1000件
以上

5000件
未満

5000件
以上

１万件

未満

１万件

以上

５万件

未満

５万件

以上

10万件

未満

10万件

以上 今後、構築する

予定である

(1.4) 無回答

(2.5)

－ 8 －

2.5 暴力団排除条項の導入時期について

「契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込ん

でいる（又は盛り込む予定である 」と答えた企業）

1,244 社について、暴力団排除条項の導入時期をみる

と 「平成 23 年」が 17.8 ％と最も多く 「指針」が公、 、

表された平成 19 年から平成 24 年までの５年間に導入

した企業が約６割以上を占める。

2.6 暴力団排除条項を盛り込んだ理由について

（複数回答）

「契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込ん

でいる（又は盛り込む予定である 」と答えた企業）

1,244 社について、その理由をみると 「暴力団排除条、

例に対応した」が 51.4 ％と最も多く、以下「所属する

業界団体等からの働きかけがあった （40.8 ％ 「指」 ）、

針の趣旨に賛同した （38.7 ％）と続く。」

2.7 暴力団排除条項の活用について

「契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込ん

でいる（又は盛り込む予定である 」と答えた企業）

、「 （ ） 」1,244 社のうち 活用して契約等を解約 解除 した

企業は 11.0 ％であった。

2.8 データベースの構築状況について

前記 2.4 で「反社会的勢力情報を集約したデータベ

ースを構築している（又は構築する予定である 」と答）

えた企業 282 社について 情報の蓄積件数をみると １、 、「

万件以上５万件未満」が 33.0 ％と最も多く、１万件以

上の情報の蓄積件数を有する企業が全体の６割以上を

占める。



(N=3210)

7.2 90.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった なかった

無回答

(2.8)

(N=122)

27.0 19.7 12.3 13.1 11.5 4.9 11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1件 2件 3～4件 5～9件

10～

49件

50～

99件

100件

以上

(N=115)

27.8 9.6 12.2 13.0 26.1 6.1 5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1件 2件 3～4件 5～9件 10～49件

50～

99件

100件

以上

(N=231)

63.6

58.4

19.0

7.8

7.8

7.4

6.1

5.2

10.8

4.3

0% 20% 40% 60% 80%

暴力団員

暴力団員ではないが、暴力団（暴力

団員）と何らかの関係を有する者

暴力団関係企業の役員や従業員

社会運動標ぼうゴロ（えせ同和等）

相手が何者かわからなかった

政治活動標ぼうゴロ（えせ右翼等）

総会屋

会社ゴロ等

その他

無回答

(N=1283)

38.7

27.3

16.6

8.7

2.7

2.4

1.9

19.5

2.4

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

取り組んでいない

契約書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込んでいる

反社会的勢力による不当要求に備えて､警察､暴力追放運動推進

ｾﾝﾀｰ､弁護士等外部の専門機関の連絡先や担当者を確認している

反社会的勢力との関係遮断について、

社の内規に明文規程を設けている

不当要求防止責任者を選任して、公安委員会に届け出ている

反社会的勢力対応部署を設置するなど、組織全体

として対応する仕組みを導入している

不当要求対応マニュアル等を作成している

今後取り組みたい

その他

無回答

－ 9 －

2.9 ｢指針」を知らない企業の反社会的勢力による

（ ）被害を防止するための取組について 複数回答

「指針」を知らない企業 1,283 社について、反社会

的勢力による被害を防止するための取組をみると 「取、

「契約り組んでいない」が 38.7 ％と最も多く、以下

書・取引約款等に暴力団排除条項を盛り込んでいる」

「反社会的勢力による不当要求に備えて、（27.3 ％）、

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等外部の専

門機関の連絡先や担当者を確認している （16.6 ％）」

と続く。なお 「今後取り組みたい」は 19.5 ％となっ、

ている。

2.10 反社会的勢力との関係遮断について

全都道府県で暴力団排除条例が施行された平成 23

年 10 月以降、個別の契約や取引において、相手方が

反社会的勢力であることを理由に関係遮断（契約の解

除等）を検討したことが「あった」とする企業は 7.2

％（231 社）であった。

2.11 関係を遮断した件数について

関係遮断を検討したことがある企業 231 社のうち、

実際に関係を遮断した件数をみると、契約締結前では

「 」 、 「 」（ ）、１件 が 27.0 ％と最も多く 以下 ２件 19.7 ％

「５～９件 （13.1 ％）と続く。」

【契約締結前】

※関係を遮断した件数が判明した企業

、 「 」 、また 契約締結後では １件 が 27.8 ％と最も多く

以下「10 ～ 49 件 （26.1 ％ 「５～９件 （13.0 ％）」 ）、 」

と続く。

【契約締結後】

※関係を遮断した件数が判明した企業

2.12 関係遮断を検討したことがある相手方の

属性について（複数回答）

、関係遮断を検討したことがある企業 231 社について

相手方をどのように認識したかをみると 「暴力団員」、

が 63.6 ％と最も多く、以下「暴力団員ではないが、暴

」（ ）、力団(暴力団員)と何らかの関係を有する者 58.4 ％

「 」（ ） 。暴力団関係企業の役員や従業員 19.0 ％ と続く



(N=92)

71.7

37.0

8.7

4.3

12.0

0% 20% 40% 60% 80%

調査の結果、相手方が反社会的勢力ではなかった

調査の結果、相手方が反社会的勢力であるか否か

不明であった

相手方は反社会的勢力であったが、

関係を遮断する根拠がなかった

相手方が反社会的勢力であり、関係を遮断する

根拠もあったが、事情により遮断しなかった

その他

(N=108)

56.5

35.2

24.1

15.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80%

調査の結果、相手方が反社会的勢力ではなかった

調査の結果、相手方が反社会的勢力であるか否か

不明であった

相手方は反社会的勢力であったが、

関係を遮断する根拠がなかった

相手方が反社会的勢力であり、関係を遮断する

根拠もあったが、事情により遮断しなかった

その他

(N=3210)

37.6

24.1

23.9

19.1

15.1

15.0

8.9

7.5

6.0

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

情報を入手したことはない

警察から情報提供を受ける

加盟している業界団体等から情報提供を受ける

無料のインターネット検索を利用する

暴力追放運動推進センターから情報提供を受ける

民間の調査会社を利用する

自社のデータベースを利用する

有料のインターネット検索（新聞記事検索）を利用する

その他

無回答

(N=3210)

10.4 43.6 41.2 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報提供の

依頼をした
ことがある

知っており該当する

事例もあったが、

情報提供を依頼し

なかった(1.7)

知っていたが、該当

する事例がないので

依頼したことがない

知らなかった 無回答

－ 10 －

2.13 関係を遮断しなかった理由について

（複数回答）

関係遮断を検討したが遮断しなかった事例がある企

業についてその理由をみると、契約前では「調査の結

果、相手方が反社会的勢力ではなかった」が 71.7 ％と

最も多く、以下「調査の結果、相手方が反社会的勢力

相手方は反であるか否か不明であった （37.0 ％ 「」 ）、

社会的勢力であったが、関係を遮断する根拠がなかっ

た （8.7 ％）と続く。」

【契約前の事例】

※関係遮断を検討したが遮断しなかった事例がある企業

また、契約後でも契約前と同様に「調査の結果、相

手方が反社会的勢力ではなかった」が 56.5 ％と最も多

く、以下「調査の結果、相手方が反社会的勢力である

相手方は反社会的か否か不明であった （35.2 ％ 「」 ）、

勢力であったが、関係を遮断する根拠がなかった」

続く。（24.1 ％）と

【契約後の事例】

※関係遮断を検討したが遮断しなかった事例がある企業

（ ）2.14 暴力団情報の入手方法について 複数回答

取引先が反社会的勢力に該当するかどうかの「情報

」 。を入手したことはない とする企業は 37.6 ％であった

一方、入手する方法について 「警察から情報提供を、

受ける」が 24.1 ％と最も多く、以下「加盟している業

界団体等から情報提供を受ける （23.9 ％ 「無料の」 ）、

インターネット検索を利用する （19.1 ％ 「暴力追」 ）、

」（ ）放運動推進センターから情報提供を受ける 15.1 ％

と続く。

2.15 警察の暴力団情報提供について

警察の暴力団情報の提供について 「情報提供の依頼、

をしたことがある」とする企業の割合は 10.4 ％（333

社 「知っており該当する事例もあったが、情報提供）、

を依頼しなかった」は 1.7 ％ 「知っていたが、該当す、

る事例がないので依頼したことがない」は 43.6 ％とな

っている。これらを合計すると、警察の暴力団情報の

提供を知っていた割合は 55.7 ％であった。



(N=333)

21.9 10.2 12.6 3.6 5.7 4.2 7.2 34.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回 2回 3～5回

6～9回

10～19回

20～49回

50回以上 回数不明

－ 11 －

2.16 警察の暴力団情報提供の回数について

警察に暴力団情報の提供を依頼したことがある企業

333 社の依頼回数をみると 「１回」が 21.9 ％と最も、

多く、以下「３～５回 （12.6 ％ 「２回 （10.2 ％）」 ）、 」

と続く。

調査主体 全 国 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会
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